
（１）『その他製品プラスチック』とは、どんなもの？

商品を入れたり（容器）、包んだり（包装）する容器包装プラ

スチック以外の『プラスチック製品そのもの』をいいます。

文具や日用品などそれ自体を利用するプラスチック製品が対象

となります。

・プランター、植木鉢 ・おもちゃ、玩具

・バケツ、ポリタンク ・食器類

・衣装ケース ・ハンガー

（２）『その他製品プラスチック』の出し方

①袋に入る大きさの『その他製品プラスチック』

・袋に入る大きさのプラスチック製品は、『燃やせないご

　み・資源ごみ』（透明袋・青字）の指定袋を使用します。

②袋に入らない大きさの『その他製品プラスチック』

・袋に入らない大きさのプラスチック製品は、そのまま集

　積所に出してください。

（３）『その他プラスチック』として出せないもの

・金属製品等がついているもの

※不明な点は出す前に電話にてお問い合わせください。

『その他製品プラスチック』の分別収集

「その他プラスチック」として収集に出せるもの



（４）出す際の注意点

　『金物７品目』を出している集積所を使用します。

　※通常つかっている集積所と異なる場合があります。

　※朝８時３０分（厳守）までに出してください。

　『金物７品目』の収集地区ごとに年３回の収集を行います。

・量のわりに軽いので、風の強い日などは集積所からとば

　されないように注意してください。

・商売、事業によって排出されたプラスチックは『産業廃

　棄物』となりますので、産業廃棄物処理業者に処理を依

　頼してください。

【収集場所】

【収集回数】


